
ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度 認証基準

－ 1 －

（１）チェックリストの作成

1 □ 清掃や消毒、換気、三密回避など感染防止対策についての具体的な方法などを定め、取り組

んでいる。

（２）入館時（ロビー等）

２ □ 入口及びロビーにおいて、手指の消毒設備（アルコール等）を設置している。

３ □ 入館の際、掲示等により、手指の消毒の協力をお願いしている。

４ □ 発熱や咳、のどの痛みなどの症状があれば申し出るように呼びかけている。

（３）送迎時 □ 送迎車がない⇒（４）へ進む

５ □ 乗車人数の制限や、間隔を空けて座るなどして運行している。

（４）フロントデスクや支払窓口
□ フロントデスクや支払窓口はなく、非対面でのチェックイン

及び支払い手続きを行っている⇒（５）へ進む

（宿泊カードの記入）

６ □ フロントデスク（受付窓口）、筆記具等を適時清拭消毒している。または筆記具等の設置が

ない。

（お客様へのお願い）

７ □ お客様に対し、咳エチケットを呼びかけている。

（料金の支払い）

8 □ コイントレイを介した金銭の受け渡しを行う場合は、適時コイントレイの消毒や、手指消毒

を実施している。またはコイントレイの設置がない。

9 □ キャッシュレス決済の場合は、適時お客様が触れたキャッシュレス機器の消毒を実施してい

る。またはキャッシュレス機器の設置がない。

（５）大浴場 □ 大浴場がない、または利用を中止している⇒（６）へ進む

（入場人数の制限）

10 □ 入場人数の制限や混雑状況の表示等により、お客様が密集しないようにしている。

～浴場内の換気について、以下の２項目のうち、１項目以上にチェック～

11 □ 浴場の窓を定期的に開けるまたは常時開放している。

12 □ 一人あたり毎時60m3の必要換気量を確保している。

（浴場清掃）

13 □ 浴室内の設備・備品を清拭消毒している。

14 □ 清掃時に浴室内の換気をしている。

15 □ 適時ロッカー内部を清拭消毒している。

（化粧台）

16 □ ドライヤーや化粧品などの備品は、適時清拭消毒をしている。またはドライヤーや化粧品な

どの備品の設置がない。

17 □ ブラシなどは、使い捨て、または適時消毒の実施をしている。またはブラシなどの設置がな

い。
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（６）サウナ □ サウナがない、または利用を中止している⇒（７）へ進む

～サウナの運用について、以下の２項目のうち、１項目以上にチェック～

18 □ サウナのマットは常設せず、個別に利用するようにしている。

19 □ 敷きタオルは、適時交換、消毒を実施している。

（７）飲食施設
□ 飲食施設がない。または安全・安心認証（飲食店）制度の認証を受けている⇒

（８）へ進む

宴

□

食

□

部

□

ビ

□

宴…宴会場、食…食事処、部…部屋食、ビ…ビュッフェスタイル

※いずれか該当する形態にチェック

（食事）

20 □ □ □
参加人数、滞在時間の制限や予約制の活用、混雑状況の表示などにより同時

に大勢の人が集まらないようにしている。

21 □ □ □ 入場時、手洗いまたは手指消毒をお願いしている。

22 □ □ □ 会場内に手指消毒用のアルコールを配置している。

23 □ □ □ 卓上のメニュー等の設置を避けるか、適時交換・消毒している。

～グループごとのテーブルの配置について、以下の２項目のうち、１項目以上にチェック～

24 □ □
同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブルの

間は、相互に対人距離が最低１ｍ以上確保できるように配置している。

25 □ □

同一グループが使用するテーブルとその他のグループが使用するテーブルの

間を、アクリル板、透明ビニールカーテン、パーティション等で遮蔽してい

る。

（従業員の料理提供）

26 □ □ □ □ 調理場の運搬用具を適時清拭消毒している。

（ビュッフェでの食事提供）

27 □ トング類を適時回収し、消毒している。

（食べ終わった食器類の下膳）

28 □ □ 食事後のテーブル等を適時消毒している。

29 □ □
卓上の共用調味料、ポット等の設置を避けるか、これらを適時交換・消毒し

ている。

（ドリンクサーバーでの飲み物提供）

30 □ □ ボタンを清拭消毒している。またはドリンクサーバーの設置がない。

（８）カラオケボックス □ カラオケボックスがない、または利用を中止している⇒（９）へ進む
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31 □ 適時、接触頻度の高い箇所や備品の清拭消毒をしている。

〈清掃箇所の例〉

マイク、リモコン、タブレット端末、ディスプレイ、カラオケ機器など

（９）客室、館内

（衛生管理）

32 □ 清掃後は手指の消毒をしている。

33 □ 使用後のリネン類は、回収後に人が触れないように密閉保管し、洗濯・消毒している。

34 □ 館内用の履き物は使い捨てにしている、または客室清掃時に消毒をしている。

35 □ 食品残さ、鼻水や唾液などが付着した可能性のあるゴミは、ビニール袋に密閉して処理して

いる。

（共用部及び客室内の換気）

36 □ 常時換気を基本とし、できない場合はこまめな換気に努めている。

（10）共用トイレ □ 共用トイレがない、または利用を中止している。⇒（11）へ進む

37 □ 不特定多数が接触する場所は、適時清拭消毒を行っている。

38 □ 換気設備を常時稼働させるなど十分な換気を実施している。

（11）ラウンジ、ロビー、喫煙所 □ いずれも設置していない⇒（12）へ進む

39 □ 窓を定期的に開けるまたは常時開放している、換気設備を常時稼働させるなど十分な換気を

実施している。

40 □ 共有する物品（テーブル、いす等）を適時消毒している、または共用する物品がない。

（12）従業員の感染予防

（従業員の感染予防）

41 □ 出勤時検温の実施、体調管理を行い、有症状時は出勤しないよう呼びかけている。

42 □ 就業開始時や他者の接触が多い場所・物品を触れた後、清掃後、トイレ使用後等、適時手洗

い・手指消毒を実施している。

43 □ 休憩スペースでは、窓を定期的に開けるまたは常時開放している、換気設備を常時稼働させ

るなど十分な換気を実施している。

44 □ 休憩スペースの共用する物品は適時消毒している。

（13）宿泊客の感染疑いの際の対応

45 □ 宿泊中に、発熱、倦怠感など、体調不良が発生した場合、客室内で待機するように宿泊者に

お願いすることとしている。

46 □ 感染疑いのある宿泊客へ食事を提供する場合は、客室前に届けることとし、宿泊客との接触

を避けることとしている。

（14）アピール項目 ＜更新申請の場合は非表示＞

※認証の必須要件ではありませんが、事業者の自主的な取組としてアピールできる事項です。チェ

ックいただいた取り組みは、静岡県観光公式サイト「ハローナビしずおか」等で紹介します。

（施設内の人が密集する共用エリアの換気）

47 □ 換気の詳細（空気の流れ）をわかりやすく図示している。
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48 □ エリア内での一人当たりの必要換気量を確保するため、エリアごとの換気量及び必要換気量

上の人数制限を算出し、一覧表等で公表している。

（施設の衛生管理）

49 □ 接触感染、飛沫感染のリスクを低減するため、お客様の動線が重ならないためのお願いや自

動扉、自動水栓を設置するなどの工夫・整備を行っている。

50 □ ＨＥＰＡフィルタによるろ過式で風量が毎分５㎡以上の空気清浄機を、メーカーが指定する

適用床面積に応じて設置している。

51 □ 二酸化炭素濃度測定器を設置し、室内の二酸化炭素濃度が１０００ｐｐｍを超えた場合、即

座に窓を開放し、換気を実施している。

〈測定器の設置場所〉

ドア、窓、換気口から離れた場所で、人から少なくとも５０ｃｍ離れたところ。

（その他）

52 □ 上記以外の方法により、感染拡大防止のための取り組みをしている。

※施設のホームページで取り組みを紹介している場合はＵＲＬを記載してください。
ＵＲＬ：

【具体的な取組の内容】

【具体的な取組の内容】


